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要旨 
 

国土交通省の「国土交通省成長戦略」を踏まえ、現在、空港の経営改革が推進されて

いる。その一環として空港コンセッション事業が進められている一方で、空港の着陸料

体系に係る議論は殆ど進展が見られない。 

空港会社が効率的な空港経営を実施するうえで、価格規制によるインセンティブ付け

は非常に重要である。本稿では、価格規制の検討にあたり、航空系及び非航空系事業収

入を考慮する Single-till 原則及び、航空系事業収入のみ考慮する Dual-till 原則を焦点

に、社会的に望ましい価格規制政策を調査及び検討した。 

調査の結果、第一に、海外空港ではいずれかの価格原則のみを採用しているわけでは

なく、ドイツのように同じ国の中でも異なる価格原則を採用する場合も確認された。 

第二に、理論的な観点から Single-till 原則及び Dual-till 原則の社会的な望ましさを

比較した結果、混雑水準が高い空港では Dual-till 原則が望ましく、水準が低い空港で

は Single-till 原則が望ましいことが確認された。 

第三に、国内空港の着陸料決定要因及び民営空港へのインタビューを実施した。その

結果、多くの国内空港の着陸料体系では、空港特性等を考慮しない横並び主義である一

方、関西国際空港では、空港特性等を踏まえて価格戦略が検討されていることが確認さ

れた。 

以上を踏まえ、混雑水準、他交通モードとの競合等の空港特性及び地域特性に応じて、

空港ごとに採用すべき価格原則を変えることが社会厚生の観点から望ましい政策であ

るかもしれないことを本稿の政策提言とする。 
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第1章  問題意識 

1  我が国における空港政策の動向 

(1)  空港経営改革推進の経緯 

近年、我が国において空港政策の見直しがなされている。2010 年に発表された「国

土交通省成長戦略」では、人口減少及び少子高齢化社会の中で安定的な生活を送るため

に実現性のある成長戦略構築の必要性を掲げており、海洋、観光、航空、国際展開・官

民連携及び住宅・都市の 5 分野について大胆な政策提言を行っている。航空分野におい

ては、優先して実施すべき事項として、「徹底的なオープンスカイの推進」、「バランス

シート改善による関空の積極的強化」及び「LCC 参入促進による利用者メリット拡大」

が挙げられている。 

これを踏まえ、「空港運営のあり方に関する検討会報告書」では、2 つの方向性及び 4

つの基本原則の検討がなされている。まず、2 つの方向性として、真の魅力ある空港の

実現及び国民負担の軽減が設定された。前者は、空港経営改革を通じて、世界標準の空

港運営を実現し、航空会社及び利用者双方にとっての空港の魅力向上、役割強化を目指

す。一方後者は、航空系事業及び非航空系事業の経営一体化、航空系事業に係る利用料

金設定の機動性や柔軟性の拡大等を通じて、空港の赤字の最小化ないしは解消を目標と

している。 

また、4 つの基本原則として、航空系事業と非航空系事業の経営一体化の推進、民間

の知恵と資金の導入とプロの経営者による空港経営の実現、空港経営に関する意見の公

募と地域の視点の取り込み及び、プロセス推進のための民間の専門知識・経験の活用が

採択されている。 

上記の検討より、既に全国の空港整備が一巡した我が国においては、「整備」から「運

営」へと政策の重点がシフトしており、民間活力を最大限に利用して、世界標準による

徹底した効率的経営が目指されていることが見て取れる。特に、インバウンド需要、ロ

ー・コストキャリア（LCC）の台頭等を背景に、国内航空産業を取り巻く環境は劇的に

変化しており、その中で、国内外の航空ネットワークの強化、インバウンド観光客の増

大、地域経済の活性化等を通じた、国内経済の持続的な発展が求められている。 

 

(2)  国土交通省の施策状況 

「国土交通省成長戦略」、基本政策部会（交通政策審議会航空分科会）等を踏まえ、

現在、様々な空港政策の施行及び検討がなされている。主な空港政策を 2 つ取り上げ

る。第一に、首都圏の国際競争力向上、国内航空ネットワークを通じた地域への経済効

果の波及等を目的として、首都圏空港の機能強化に向けた取り組みが実施されている。

具体的に、「首都圏空港機能強化技術検討小委員会」では、羽田空港及び成田空港の空
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港処理能力を踏まえ、2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催の前後までに実

施可能な方策として、羽田空港では滑走路運用・飛行経路の見直し、成田空港では滑走

路の増設等が検討されている。また、上記の技術的な選択肢を基に、「首都圏空港機能

強化の具体化に向けた協議会」では、関係自治体や航空会社等の関係者間で協議が行わ

れている。 

第二に、地方創生及び地域活性化に向けて、航空ネットワーク及び利便性の向上、空

港運営の民間委託等に関する取り組みが実施されている。2014 年に設置された「地方

航空路線活性化プログラム及び着陸料の提案割引制度の評価等に関する懇談会」では、

地方航空路線活性化プログラム及び空港経営改革の推進に係る着陸料の提案割引制度

が新たに導入された。また「持続可能な地域航空のあり方に関する研究会」では、現在

及び将来における地域航空を取り巻く厳しい環境を踏まえ、地域航空の維持・確保を支

える対策、個社・系列・地域を超えた協業を促進させるための対策等が検討されている。 

 

 

2  我が国における空港民営化の進展 

(1)  空港民営化のスキーム 

「空港運営のあり方に関する検討会報告書」における、航空系事業と非航空系事業の

経営一体化の推進及び、民間の知恵と資金の導入とプロの経営者による空港経営の実現

を踏まえて、現在、国管理空港等のコンセッション事業が実施及び検討されている。図 

1 は当該事業のスキームを表している。 

図 1 空港民営化のスキーム 

 

出典）国土交通省「空港経営改革の概要」 



 

6 

 

上記のスキームを通じて、国が土地等の所有権を留保する一方、一定期間の空港運営

権を譲渡された民間事業者が航空系事業及び非航空系事業2を一体経営することとなる。

これにより、着陸料等の柔軟な設定等を通じた航空ネットワークの充実、内外の交流人

口拡大等による地域活性化が期待される。 

 

(2)  国管理空港における民営化の動向 

現在、13 の国管理空港において運営の民間委託が開始あるいは検討されている。仙

台空港では、東急前田豊通グループによって空港運営が開始されている。また、高松空

港は三菱地所のグループにそれぞれ運営権者が決定し、2018 年より運営が開始される

予定である。図 2 において、民営化が検討されている国管理空港の民間委託の検討状

況を示している。 

図 2 国管理空港の民営化検討状況 

 

出典）国土交通省「空港運営の民間委託に関する検討状況」 

  

                                                 
2 三井物産戦略研究所（2016）では、航空系事業及び非航空系事業の定義について、

前者は着陸料、停留料、旅客取扱料、貨物取扱料、地上支援業務料等を収入源とす

る事業、後者はターミナルビル使用料、飲食店収入等を収入源とする事業であると

言及している。 
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3  空港民営化後の価格規制政策について 

(1)  現状の着陸料体系 

制度的な観点では、空港法第 13 条において着陸料等の設定方法が規定されている。

同法を概説すると、各空港会社は着陸料等を定める際、国土交通大臣に対して届け出を

行い、不当な差別的取扱い等がない場合に受理されることとなっている。 

次に実務的な観点では、空港種別3ごとに着陸料体系が設定されている。拠点空港の

うち、会社管理空港は、基本的に各空港会社の裁量に委ねられている一方、国管理空港

は、国土交通省の「国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示」

の下で一元的に着陸料等が管理されている。同様に共用空港においても、財務省の「自

衛隊が管理する飛行場等を国以外の者に使用させる場合の使用料等について」によって、

国管理空港よりもやや低めの料金水準が設定されている。また、地方管理空港の着陸料

体系は、各都道府県の条例により定められるため、一定の裁量が付与されていると考え

られる。但し、4 章の推定結果より確認できるように、実際は、多くの地方管理空港の

着陸料体系はほぼ同一の水準に設定されている。 

以上より、現況、大半の国内空港では、画一的な価格設定で運営が行われている。し

かし、「空港運営のあり方に関する検討会報告書」で言及される通り、今後の空港運営

において、航空系事業に係る利用料金設定の機動性や柔軟性を強化し、最適水準の着陸

料等を設定することが求められている。 

 

(2)  新たな価格規制政策の検討 

現在、我が国を含む先進諸国では空港の民営化が推進されている。民間主体が空港運

営に携わるようになることで、民間ノウハウを生かした経営、高いコスト意識を持った

経営等が行われると期待される。一方で、民営化後の価格規制方式を考慮しない場合、

民営化した空港が、独占価格を設定する等、社会的に望ましくない価格設定を行う可能

性がある。そのため、民営化空港に対して適切な価格規制を行うことが必要である。実

際に、初の空港民営化を実施したイギリスでは民営化の際、民営化空港に対してプライ

ス・キャップ規制を設けている。 

我が国においては、空港コンセッション事業の検討が進展している一方、民営化後の

価格規制方式はほとんど検討がなされていない。また、社会的に望ましい着陸料体系に

係る研究も、筆者が知る限り国内では行われていない。よって、本調査では、海外研究、

実証分析等を踏まえ、我が国における社会的に望ましい価格規制方式を提示することを

調査目的とする。なお、国土交通省の政策目標を踏まえ、民営空港だけでなく、公営空

港についても同様の検討を行う。 

                                                 
3 国土交通省では、拠点空港（会社管理空港、国管理空港及び特定地方管理空港）、地

方管理空港、その他の空港、共用空港に分類している。 
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(3)  価格規制方式の類型 

一般的に、主な価格規制方式として、限界費用価格規制、平均費用価格規制、プライ

ス・キャップ規制がある。第一に、限界費用価格規制は、市場均衡価格で取引が行われ

るため、社会厚生を最大化できる一方、赤字の発生が懸念される。第二に、平均費用価

格規制では、限界費用価格規制と比べて、社会厚生水準は低下するものの、原則赤字が

発生しない。しかし、過剰投資のインセンティブを与えること（アバーチ・ジョンソン

効果）が知られている。第三に、プライス・キャップ規制とは、上限価格の下で価格設

定に裁量性があるため、当該企業に対し費用削減のインセンティブを与えることが期待

される。しかし、費用削減による利潤追求の結果、サービスの質の質が低下する恐れも

ある（白神（2012））。 

また、上限価格設定の際、検討対象とする事業の範囲によって、Single-till 原則及び

Dual-till 原則に分類される。前者は航空系事業及び非航空系事業を考慮する一方、後者

は航空系事業のみ考慮する。Single-till 原則下では非航空系収入も空港固定費の支払い

に織り込むため、一般的に Single-till 原則の着陸料等は、Dual-till 原則と比較して低

水準であると考えられている。また、国土交通省の検討会において、以下のように各価

格原則のメリット及びデメリットが整理されている。 

表 1 空港における規制料金の決定方式 

効果 留意すべき事項 採用している国

Single-Till

・非航空系事業の利益によって着陸

料等を引き下げることが制度上担保

される（空港利用者に還元させるこ

とができる）。

・空港会社の非航空系事業に関する

収入（商業収入等）を増加させる意

欲をそぐおそれがある。

・航空系事業と非航空系事業との間

に内部補助が生じ、受益と負担との

関係が不明確になりかねない。

・イギリス

・フランス

・シンガポール

Dual-Till

・空港会社に対し非航空系事業に関

する収入（商業収入等）を増加させ

るインセンティブを与えられる。

・受益と負担との関係が明確にな

る。

・非航空系事業で利益が生じても着

陸料等を引き下げることが制度上担

保されない（空港利用者に還元させ

ることができない）。

・ドイツ

・オランダ

・イタリア

・オーストラリア

 

出典）国土交通省「今後の国際拠点空港のあり方に関する懇談会」 

 

Single-till 原則及び Dual-till 原則の望ましさについて、多くの先行研究で議論がな

されている。Starkie（2001）は、Dual-till 原則下では、Single-till 原則よりも空港料

金が高い水準であるため、空港への設備投資が促進されると言及している。Oum et al
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（2004）の実証分析においても、全生産要素の観点から、Dual-till 原則のプライス・

キャップ規制導入を通じて、Single-till 原則の場合よりも経済効率性が向上することが

示されている。一方、Zhang and Zhang（1997）は、社会的最適達成のためには非航空

系事業から航空系事業への内部補助が必要であると言及している。同様に、Lu and 

Pagliari（2004）は、非混雑空港では、空港設備の有効活用の観点から、Single-till 原

則を支持している。また、Beesley（1999）は、航空系事業及び非航空系事業の費用を

分離することが難しいと指摘する。 

本調査では、実証分析による着陸料決定要因の検討を踏まえ、社会的望ましさの観点

から Single-till 原則及び Dual-till 原則の比較を行う。本報告書の構成は以下の通りで

ある。2 章では、主な先進諸国の価格規制方式を概観するとともに、着陸料決定要因に

関する海外研究結果を紹介し、海外空港において価格決定に影響を与える要因を検討す

る。3 章では、空港価格規制方式に係る代表的な理論研究を紹介し、理論的な観点から

価格決定要因を考える。4 章では、前章までの検討を通じて、着陸料体系に係る仮説を

設定し、国内空港を対象とする実証分析及びヒアリング調査を行い、仮説の検証及び更

なる価格決定要因の検討を行う。最後に、これまで検討した価格決定要因を踏まえ、社

会的に望ましい価格規制方式を提示する。 
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第2章  海外各国の着陸料体系 

1  各国の価格規制方式 

(1)  イギリスにおける価格規制 

イギリスでは、ヒースロー空港、ガトウィック空港、スタンステッド空港及びマンチ

ェスター空港についてはプライス・キャップ規制が適用されている。当該規制において、

当期の上限価格は、前期の上限価格に RPI－X の比率を上乗せして決定される。RPI は

小売物価指数、X は生産性向上見込率を示している。生産性向上見込率は、当該空港の

サービス供給能力及び、サービス需要量の上昇率（予測値）を基に算定される。なお、

生産性向上見込率等を含めた当該価格規制のフォーミュラは、5 年ごとに改定を行うこ

とが規定されている。また、Gauntlett（2012）によると、総売上高 100 万ポンド以上

のその他空港では、規制当局である CAA（民間航空局）との取り決めの範囲内で、空

港料金決定の権限が付与されている。 

プライス・キャップ規制が適用された背景として、村上他（2006）は、BAA（英国空

港公団）の民営化について言及している。ロンドン地区及びスコットランド地区に空港

を所有していた BAA は、1987 年 7 月に民営会社の BAAplc（plc は公開有限会社の意）

に売却された。その際、売却形式が一括売却だったため、民営化後、BAAplc によるロ

ンドン地区空港の市場独占が懸念され、プライス・キャップ規制が適用された。 

当該価格規制における生産性向上見込率の決定にあたり、空港全体の収支を考慮して

いる。すなわち Single-till 原則が採用されている。Single-till 原則の下では、航空系事

業及び非航空系事業の需要補完性（Starkie（2001））により、非航空系事業への補完需

要が生じると考えられており、桑原（2008）は、Single-till 原則は運営使用料を低下さ

せるインセンティブを与えると言及している。更に桑原（2008）は、Single-till 原則に

伴う BAAplc の低価格戦略により、両事業の売上高向上に成功したと述べている。具体

的に、ヒースロー空港では着陸料を低水準に設定することで、航空会社及び空港利用者

を誘致し、小売り事業の活性化に繋げている。ロンドン中心部から最も遠いスタンステ

ッド空港では、ヒースロー空港の着陸料よりも更に低水準に設定することで格安航空路

線の誘致に成功し、同空港の旅客者数は 100 万人（1991 年）から 2100 万人（2007 年）

に急増している。 

また、Single-till 原則の下により航空系事業及び非航空系事業の一体的な経営が促さ

れることから、結果として BAAplc では空港内のコンセッション数が増加したことが確

認される（表 2 及び表 3）。なお、横見（2006）によると、2004 年時点で BAAplc の

年間収支のうち、約 39.0%が非航空系事業による収入である。 
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表 2 民営化以前のコンセッション数（1985年） 

 

表 3 民営化以後のコンセッション数（1996年） 

 

出典）横見（2006）（表 2 も左記の出典） 

 

(2)  ドイツ・オーストリアにおける価格規制 

ドイツでは、多くの空港で総括原価方式（コストベース価格規制）が適用されている

一方、ハンブルク空港ではプライス・キャップ規制が適用されている。またオーストリ

アのウィーン空港においてもプライス・キャップ規制が適用されている。 

両国のプライス・キャップ規制に関して、イギリスの RPI－X 方式とは異なり、航空

交通需要に応じて上限価格が決定される。ウィーン空港における上限価格の算定方式を

例示する（図 3）。ウィーン空港では、上限価格の上昇率を予想交通増加量及びインフ

レ率に基づき決定する。なお、予想交通増加量がマイナスになる場合、上限価格の上昇

率に当該指標が反映されないことが図 3 より確認される。 

  

ヒースロー ガトウィック スタンステッド

免税店 3 1

スカイショップ 5 1 1

他の小売店 16 2 －

供食サービス 3 1 1

レンタカー 4 4 1

駐車場 1 1 （BAAの直営）

銀行 3 2 1

ヒースロー ガトウィック スタンステッド

免税店 6 2 1

供食サービス 32 21 4

商業施設 100 59 1

両替所 9 6 1
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図 3 ウィーン空港における上限価格の算定方式 

 

出典）Niemeier（2010） 

 

予想交通増加量の係数が負であることから、交通量が増加すると上限価格が低水準に

抑制される。そのため、経済ショック等により航空需要が低下した際に、当該算定式に

基づき、上限価格が比較的高い水準になることから、空港料金を高い水準に設定するこ

とで空港経営を維持できる。そのため当該規制の下では、当該空港は比較的安定した経

営が実現可能であると考えられる。 

また、ハンブルク空港では Dual-till 原則を採用する一方、フランクフルト空港を除

くドイツの他空港及びウィーン空港では Single-till 原則を採用していることが Gillen

（2007）及び Niemeier（2010）において言及されている。 

 

(3)  オーストラリアにおける価格規制 

オーストラリアでは、メルボルン空港、ブリスベン空港及びバース空港の民営化以降、

プライス・キャップ規制4を適用していたが、2002 年に価格モニタリング制へ移行した。

価格モニタリング制とは、各空港に対して価格規制を設けないものの、空港が望ましい

空港料金を設定するよう規制当局が監視する制度である。 

移行の背景として、Gillen（2007）は当時のオーストラリア国内の航空産業の混乱を

挙げている。具体的には、2001 年に国内大手のアンセット・オーストラリア航空が経

営破綻し、国内航空産業が大きく混乱した。混乱に伴う空港利用者数低下に対して、各

                                                 
4 プライス・キャップ規制に関して、CPI－X 方式を採用していた。CPI は消費者物価

指数であり、イギリスと同様の方式である。一方価格原則に関しては、イギリスと

異なり、Dual-till 原則を採用していた。 
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空港は経営維持のため、空港料金の引上げを実施する必要があったが、上限価格が設定

されていたため、上限価格を超えた引上げが不可能であり、空港経営も大きく混乱する

結果となった。そのため、より機動的な価格設定が可能である価格モニタリング制へ移

行したと考えられる。 

また Forsyth（2002）は、移行以前の価格規制について、空港収入増加のためプライ

ス・キャップ規制が課せられていない給油料等を上昇させること、Dual-till の場合に航

空系事業及び非航空系事業の共通費の取り扱いが難しいことを指摘している。 

価格モニタリング制への移行について、Schuster（2008）は望ましい政策であったと

考えている。具体的に、空港インフラ提供者と空港会社間において、規制を受けずに価

格及びサービス品質の交渉が可能になったため、柔軟性及び応答性が向上し、交渉費用

削減に貢献したと述べている。また Forsyth（2006）は、移行に伴う交渉費用の効率化

を評価する一方で、価格モニタリング制の下では、経済的効率化に資する設備投資が必

ずしも実施されないこと及び、各空港の経営等を評価するためのガイドラインを策定す

る必要があることを問題点として指摘している。 

 

 

2  着陸料決定要因に係る先行研究 

(1)  アメリカにおける実証分析 

アメリカにおける各空港の着陸料決定要因を実証分析している代表的な研究として、

Van Dender（2007）及び Choo（2014）がある。 

前者は空港収入、利用者数等アウトプットの決定要因を分析するため、アメリカ国内

の 55 空港を分析対象として、1998 年から 2002 年のデータを用いたパネルデータ分析

を行っている。一方、後者は整備費用、ガバナンス構造等を考慮しパネルデータ分析を

行っており、2002 年から 2010 年のアメリカ国内の 59 空港を分析対象にしている。本

項では、これらの先行研究を概説する。 

1)  Van Dender（2007）の先行研究 

当該研究は、航空系収入、非航空系収入等の決定要因を調査することが研究目的とし

て掲げられている。平均航空料金、1 フライト当たり航空系収入、1 フライト当たり非

航空系収入、1 フライト当たり利用者数、フライト数及び平均混雑時間を被説明変数に

採用しているが、着陸料決定要因の調査の観点から、本稿では 1 フライト当たり航空系

収入に焦点を絞って紹介する。 

当該研究では、アメリカ国内の大規模な 55 空港を分析対象として推定を行っている。

1 フライト当たり航空系収入を被説明変数とする推定式は以下の通りである。 

In_aero_dept =α+β1 In_departures +β2 acluster +β3 num_dest +β4 hhi_pass 

                +β5 hhi_WN +β6 hub +β7 sh_intl_pass +β8 In_av-airline 
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+β9 slotconst +β10-13 year_dummies +β14 T-100_dummy 

各説明変数の定義については表 4 の通りである。なお、データソースの一つである

T-100 において、2002 年 10 月以前では一部の地方航空会社の実績が反映されていない

ことから、一部空港のフライト数及び空港利用者数に観測上の誤りがある。そのため、

対象空港に T-100_dummy を設定し、上記の誤りによる影響を排除しようとしている。 

表 4 各説明変数の定義 

変数名 定義 

In_departures 全フライト数 

acluster 競合している空港の数 

num_dest 当該空港の航路数 

hhi_pass 当該空港における HHI 指数 

hhi_WN サウスウエスト航空が最もシェアを占める空港での HHI 指数 

hub ハブ空港ダミー 

sh_intl_pass 全空港利用者数に占める国際線利用者の割合 

In_av-airline 全フライトにおける平均輸送距離 

slotconst 発着枠ダミー（発着枠に制限がある場合、1 をとる） 

 

推定モデルについて、需給同時決定に伴う内生性の問題を回避するため 3SLS を採用

する。なお操作変数は、5 つのその他推計式より設定すると言及されている。また、空

港及び航空会社間の垂直関係等、観測不可能な要因を考慮し、固定効果モデルを採用し

ている。一方で欠落データ等の問題から、固定効果モデルの採用に懸念があるため、固

定効果なしの場合の推定も行っている。 

推定結果は表 5 の通りである。なお、左表が固定効果を考慮してないモデル、右表が

固定効果を考慮したモデルの推定結果を示している。 

表 5 推定結果 

 

出典）Van Dender（2007） 



 

15 

 

 

2)  Choo（2014）の先行研究 

当該研究は、Van Dender（2007）、Bel and Fageda（2010）及び Bilotkach et al（2012）

の先行研究を基にした分析研究であり、研究目的として、これまでの先行研究で言及さ

れていない整備費用及び空港ガバナンスが空港料金に与える影響を調査することが挙

げられている。 

推定にあたり、アメリカ国内の 59 空港を推定対象に設定している。アメリカの空港

を選定した理由として、世界で最も大きい航空輸送市場であること、広範かつ信頼でき

るデータが入手可能であること及び規制方式が同一であることが挙げられている。 

被説明変数には、Bilotkach et al（2012）と同様に、1 フライト当たり航空系収入（対

数変換）、説明変数には以下の指標を採用している。なお、当該研究で用いているデー

タセットには欠落データがあるため、年ダミー変数も設定されている。 

表 6 各説明変数の定義 

変数名 定義 

Non-Aero share 空港収入に占める非航空系収入の割合 

In Unit Cost アウトプット当たりのオペレーティングコスト 

Transit 全フライトに占める経由便及び乗り継ぎ便の割合 

Dominant 最もシェアを占める航空会社のシェア 

International 全フライトに占める国際線の割合 

In Pax 空港利用者数 

In ATM 全フライト数 

In Cargo 航空輸送貨物量 

No of airport 100km 圏内にある空港数 

D hub ハブ空港ダミー 

D port ポート・オーソリティ5が運営する空港 

D authority 国が管理を行うが、独立した当局が運営する空港 

D lowcost 最もシェアを占める航空会社が LCC である空港 

 

推定モデルについて、観察不可能な要素が考えられることから、固定効果モデル及び

ランダム効果モデルを採用している。また、固定効果モデルでは時間に対して不変の変

数が削除されてしまうため、ハウスマン・テイラー法も採用すると共に、需給同時決定

に伴う内生性の問題を回避するため、2 段階最小二乗法を用いた分析も実施している。 

これらの手法を利用した推定結果は表 7 の通りである。 

                                                 
5 ポート・オーソリティとは、主に港湾を管理運営する準公営組織である。 
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表 7 推定結果（Choo（2014）） 

 

出典）Choo（2014） 

 

(2)  ヨーロッパにおける実証分析 

ヨーロッパにおける各空港の着陸料決定要因を実証分析した代表的な研究として、

Bel and Fageda（2010）及び Bilotkach et al（2012）がある。 

前者はヨーロッパの中で航空輸送量が最も多い 100 空港を分析対象として、2007 年

時点のデータを基にクロスセクション分析を行っている。一方、後者はヨーロッパ域内

の 61 空港を分析対象として、1990 年から 2007 年のデータを利用したパネルデータ分

析を通じて着陸料決定要因を推定している。本項では、これらの先行研究内容を概説す

る。 

1)  Bel and Fageda（2010）の先行研究 

当該研究は、Van Dender（2007）の先行研究を基にした分析研究であり、研究目的

として、アメリカと制度的枠組みが著しく異なるヨーロッパの空港における空港料金の

決定要因を調査することが掲げられている。 

推定にあたり、対象空港として EU、スイス及びノルウェーの最も利用者数の多い 100

空港を選定したうえで、各空港の 2007 年時点のデータを利用するクロスセクション分

析を採用し、空港 a における推定式を以下のように設定している。 

PRa =α+β1 Total_Traffica +β2 %National_Traffica  

       +β3 Number_nearby_airportsa +β4 HHIa +β5 %Airline_allinance_traffic 

       +β6 Private_Non-Regulateda +β7 Da 
island +β8 Da

 system +ε 
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被説明変数及び各説明変数の定義については、表 8 の通りである。なお、被説明変数

である空港料金 PRaは、ヨーロッパの空港での代表的な航空機である A320（搭乗率は

70%と仮定）を基に算定されるものとする。 

表 8 被説明変数及び各説明変数の定義 

変数名 定義 

PR 着陸料及び空港施設利用料の合計 

Total_Traffic 当該空港の航空輸送量 

%National_Traffic 航空輸送量全体に占める国内線利用者数の割合 

Number_nearby_airports 100km 圏内にある空港数 

HHI 当該空港における HHI 指数 

%Airline_allinance_traffic 航空連合加盟の航空会社による航空輸送量の割合 

Private_Non-Regulated 民営企業の資本比率と規制ダミー変数の積 

D island 離島空港ダミー 

D system 同一の価格体系で管理を行う国の空港ダミー 

 

上記の推定モデルは需給同時決定モデルであることから、内生性の問題が懸念される。

そのため、当該研究では 2 段階最小二乗法が採用されており、1 段階目の推定式におい

て、当該空港地域の潜在的市場規模、1 人当たり GDP 及び当該地域の労働者全体に占

めるホテル・飲食店従事者の割合を説明変数に用いている。 

なお推定にあたり、標本全体、D system =1 の標本を除いたもの及び D island =1 かつ D 

system =1 の標本を除いた 3 種類で分析を行っている。各推定結果は以下の通りである。 

表 9 推定結果 

 

出典）Bel and Fageda（2010） 
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2)  Bilotkach et al（2012）の先行研究 

当該研究は、Van Dender（2007）及び Bel and Fageda（2010）に基づく実証分析

であり、研究目的として民営化及び価格規制方式が空港料金に与える影響を分析するこ

とが挙げられている。 

価格規制について、アメリカでは、規制当局の監視下で価格設定に一定の裁量が認め

られている一方、ヨーロッパでは様々な価格規制方式が採用されている。当該研究では、

ドイツの GAP プロジェクト（the German Airport Efficiency Project）から収集され

たデータを基に、1990 年から 2007 年におけるヨーロッパの 61 空港を対象としたパネ

ルデータ分析を行っている。 

当該推定では被説明変数として、1 フライト当たりの航空収入を用いている。また研

究目的を踏まえて、民間資本比率、プライス・キャップ規制及び価格モニタリング制の

ダミー変数及び、Single-till 原則のダミー変数を説明変数に採用している。なお、ハブ

空港ダミー、1 人当たり非航空系収入、1 人当たり GDP、当該空港所在地の人口、半径

90km 以内の競合空港数、1 フライト当たり空港利用者数及び貨物輸送量をコントロー

ル変数として設定している。さらに、観測不可能な空港特性を考慮して、各空港の固定

効果も説明変数に取り入れられている。 

表 10 推定モデルの類型 

 Fixed effect Fixed effect + IV 

Base panel data model （1） （2） 

Dynamic panel data model （3） （4） 

Dynamic model on GMM （5） （6） 

 

上記の推定モデルは需給同時決定モデルであることから、内生性の問題が懸念される。

そのため、当該研究では操作変数法が採用されている。1 期前の説明変数が誤差項と相

関がないことを仮定して、1 期前の 1 フライト当たり空港利用者数、貨物輸送量等が操

作変数として用いられている。 

また、1 期前の空港料金は当期の空港料金に影響を与えると考えられることから、1

期前の空港料金を説明変数に設定するダイナミック・パネルデータ分析も試みている。

なお、当該分析では自己相関の問題が懸念されることから、一般化モーメント法（GMM）

が採用されている。以上より、表 10 で示される 6 種類の推定モデルが設定される。 

（1）から（6）のモデルにおける推定結果は表 11 の通りである。 
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表 11 推定結果 

 

出典）Bilotkach et al（2012） 

 

(3)  先行研究における推定結果のまとめ 

第 1 項及び第 2 項で紹介した先行研究の結果について、代表的な決定要因に焦点を

絞り、まとめたものが表 12 である。表 12 において、○、△及び×は有意性を示して

いる。具体的に、〇は同一先行研究内の全ての推定モデルで有意、△は一部推定モデル

で有意、×は全ての推定モデルで有意でないことを表している。また、＋及び－は、○

及び△の指標における係数の符号を示している。なお、各先行研究で採用されていない

指標は-で表示している。 

第一に、航空輸送量について、採用された先行研究では全ての推定モデルで有意な結

果が確認される一方、係数の符号は先行研究ごとに異なっている。この理由として、正

及び負の効果のトレードオフ関係が生じていることが考えられる。具体的に、航空輸送

量増加に伴い、当該空港が人気空港として独占的に運営できるため独占価格を設定する

ことが予想される。Bel and Fageda（2010）は、増加する混雑費用をファイナンスす

るため、空港料金を引き上げると指摘している。一方で、輸送量増加によって規模の経

済が働き、費用が低下することから空港料金の引き下げも考えられる。Choo（2014）

は、Unit cost が空港料金に対して正の効果があることを示しており、上記の考え方の

裏付けとなる。これらの効果を強弱により、推定結果が異なると考えられる。 
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表 12 先行研究における推定結果まとめ 

 

 

第二に、非航空系収入について、多くの推定モデルで負の効果が確認される。Starkie

（2002）は非航空系収入から航空系収入への内部補助について言及しており、Kratzsch 

and Sieg（2011）では、航空系事業及び非航空系事業の補完性が強い場合、着陸料が引

き下げられることを示している。上記の推定結果は、これらの先行研究における指摘と

合致していると言える。一部モデルで確認される正の効果の理由として、推定対象であ

る空港に内部補助関係が弱い空港、すなわち Dual-till 原則を採用する空港が複数含ま

れていたことが考えられる。また、ハブ空港は空港料金に対して正の効果があることが

確認される。Choo（2014）は、ハブ空港にはネットワーク外部性の効果があるため、

料金が高水準になると指摘している。更に複数の先行研究において、国際線が多いほど、

空港料金が高くなっている。これは、入国管理等により国内線と比較して費用がかかる

ためと考えられる。実際、我が国の空港においても、国内線に比べ国際線の価格水準が

高い6ことが確認される。 

第三に、航空会社間の競合について有意な結果が確認される一方、係数の符号は先行

研究ごとに異なっている。Bel and Fageda（2010）及び Haskel et al（2013）で指摘

されるように、同一空港内での航空会社間の競合が激しい、すなわち HHI 指数が低い

ほど、空港に対する航空会社側の交渉力は強まるため、空港料金が引き下げられる。し

かし、LCC が高シェアを占める場合では価格引き下げの圧力が強いため、空港料金に

対して負の効果が予想される。そのため双方の符号が確認されたと考えられる。 

第四に、各交通モードとの競合に関して、他空港との競合では有意な負の効果が確認

される。経済学的な観点では、全ての空港が同一のサービスを提供すると仮定した場合、

航空輸送市場へ参入する空港が増加するほど、価格が引き下げられると考えられる。す

                                                 
6 成田空港において、A320 の着陸料は、国内線では 117,000 円であるが、国際線では

122,100 円になっている（2017 年時点）。 

Van Dender(2007) Bel and Fageda(2010) Bilotkach et al(2012) Y. Choo(2014)

航空輸送量 ○（－） ○（＋） - ○（＋）

非航空系収入 - - △（＋,－） ○（－）

ハブ空港ダミー × - ○（＋） ○（＋）

国際線の割合 △（＋） - - ○（＋）

航空会社の競合指数 △（＋） △（－） - -

近隣空港との競合 ○（－） △（－） × ×

他交通モードとの競合 - ○（－） - -

離島ダミー - △（＋） - -

民有割合 - - ○（－） -

規制なし*民有割合 - ○（＋） - -

プライス・キャップ規制 - × × -

価格モニタリング制 - - △（－） -

Single-till原則 - - ○（－） -
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なわち、空港利用者数にとって魅力的な空港を目指してより多くの航空会社と提携する

ため、空港料金を引き下げるインセンティブが働くのである。先行研究で確認される推

定結果は上記の予想と一致している。幾つかの先行研究では有意な効果が確認されない

が、これは観測及び推定上の問題であると考えられる。なお、他の交通モードとの競合

についても同様の予想を行うことが出来、推定結果も予想と一致する。 

第五に、空港料金に対する民営化の影響に言及する。Bilotkach et al（2012）の推定

モデルでは負の効果である一方、価格規制を考慮しない Bel and Fageda（2010）では

正の効果が確認される。前者に関して、民営化に伴うガバナンス強化により効率化が図

られること、空港整備への投資により限界費用が低減すること及び民営企業では技術革

新が生じやすいことから、民営化に伴って空港料金が引き下げられると Bilotkach et al

（2012）は指摘している。他方、価格規制がない場合、民営空港では利益最大化が図ら

れるため、空港料金が増加すると考えられる。 

最後に、価格規制方式の違いによる空港料金への影響を確認する。まずプライス・キ

ャップ規制について、全ての先行研究で有意な効果が見られない。Starkie（2004）で

は、ヨーロッパにおけるプライス・キャップ規制は、過去の費用構造も考慮して上限価

格を決定しているため、コストベースの価格規制と大きな違いはないと言及しており、

推定結果は Starkie（2004）の言及内容と一致している。次に価格モニタリング制につ

いて、非航空系収入確保のため、航空料金を引き下げて空港利用者を増加させる戦略を

採用すること（Starkie（2001））、価格モニタリング制の罰則（再規制）を回避するた

め、独占的に行動しないこと（Forsyth（2008））から、空港料金に対して負の効果があ

ると予想される。この予想は上記の先行研究の推定結果と一致している。 

さらに、Single-till 原則に関して、Bel and Fageda（2010）では有意な負の効果が確

認される。Starkie（2001）及び Starkie（2002）で言及されるように、航空系事業及

び非航空系事業間で内部補助関係が容認される場合、非航空系収入増加のため空港料金

が低い水準に抑制されると考えられる。また、Zhang and Zhang（1997）では内部補助

関係によって社会厚生が改善することが言及されている。一般的に多くの理論研究にお

いて、Single-till 原則の空港料金は Dual-till 原則に比べて空港料金が低いと示されて

おり、推定結果はこれらの先行研究の指摘を裏付けていると言える。 
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第3章  着陸料体系に係る理論研究 

1  代表的な先行研究 

望ましい着陸料体系のあり方を考えるうえで、前章の海外事例及び実証分析を踏まえ

るだけでなく、理論的な観点から社会厚生が改善される価格規制方式を考える必要があ

る。幾つかの先行研究では、理論モデルを用いて、社会的に望ましい価格規制方式の検

討が行われている。 

Czerny（2006）は、非航空系事業を小売事業及び自動車レンタル事業と見なし、社

会的に望ましい空港料金を分析しており、非航空系事業が存在する場合に、民営空港の

行動が社会厚生の観点から最適な結果をもたらすことを示している。Zhang and Zhang

（2010）は航空系事業及び非航空系事業における価格及び設備投資の決定行動の理論

分析を通じて、価格規制下における過剰投資を指摘している。Flores-Fillol et al（2014）

では、着陸料及び非航空系市場の構造を空港が内生的に決定するモデルを設定し、航空

系事業及び非航空系事業の最適行動を分析している。 

本章では、これらの先行研究のうち、Czerny（2006）、Yang and Zhang（2011）及

び Kidokoro et al（2016）を紹介する。選定理由として、Czerny（2006）については

多くの先行研究で引用される代表的な研究であること、Yang and Zhang（2011）につ

いては空港、航空会社及び空港利用者それぞれの利潤・余剰を考慮した理論モデルを設

定していること、Kidokoro et al（2016）については空港設備への投資まで考慮して分

析を行っていることが挙げられる。 

 

(1)  Czerny（2006）の先行研究 

Czerny（2006）は、航空系事業及び非航空系事業が完全競争市場であり、かつ非混

雑空港のため固定費のみがコストとして計上されるという仮定の下で、消費者余剰最大

化の観点から理論分析を行っている。なお理論モデルにおいては、空港及び空港利用者

の 2 者をステークホルダーとして考慮している。 

当該研究における分析手順を踏まえ、研究概要を説明する。第一に、消費者余剰モデ

ルの設定にあたり、消費者は自身の支払意思額を踏まえて航空系サービス利用の是非を

決定し、当該サービスを利用する消費者のみ非航空系サービスも利用できると仮定して

いる。この仮定に基づき、消費者余剰モデルが決定される。 

第二に、空港の利潤関数を設定する。利潤は、航空系事業及び非航空系事業の収入か

ら固定費を差し引いたものとする。なお、非混雑空港の仮定を置いているため、各事業

の変動費は考慮されない。 

第三に、これらのモデルに基づき、空港の利潤が正という制約条件の下、消費者余剰

が最大となる空港料金（ラムゼイ価格）を算定する。算定の結果、全ての固定費におい
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て航空系料金は非航空系料金より大きくなり、固定費が比較的高い水準を除いて、非航

空系料金は 0 になることが確認される。 

第四に、ラムゼイ価格を踏まえ、消費者余剰の観点から Single-till 原則及び Dual-till

原則を比較している。結果として、消費者余剰を最大化するプライス・キャップ規制は、

空港の利潤が 0 となる条件の下で Single-till 原則に一致するという命題が得られるこ

とから、Dual-till 原則と比較して Single-till 原則は社会的に望ましいことが言及され

ている。また、ラムゼイルールに基づく最適価格を実現するためには、非航空系料金の

規制が必要であると指摘しており、加重平均を利用して航空系料金及び非航空系料金の

価格規制モデルを示している。 

当該研究では、非混雑空港について理論分析を行い、Single-till 原則の適用が望まし

いことを指摘しているが、混雑空港においても Single-till 原則による価格規制が望まし

いと Czerny（2006）は予想している。その理由として、混雑空港では追加フライト費

用を考慮する必要があるため更なる超過利潤が期待されること、Single-till 原則の方が

効率的に空港全体の利潤をコントロールできることが挙げられている。 

 

(2)  Kidokoro et al（2016）の先行研究 

Kidokoro et al（2016）は、空港料金、航空系設備及び非航空系設備の意思決定に関

して理論分析を行っている。理論分析にあたり、ステークホルダーに空港、航空会社及

び空港利用者の 3 者を考慮している。また Czerny（2006）との違いとして、Kidokoro 

et al（2016）は混雑費用及び各事業への設備投資量を変数に設定している。 

当該研究における分析手順を踏まえながら研究概要を説明する。第一に、ステークホ

ルダーごとに最大化問題を設定する。空港利用者については、混雑費用等の予算制約を

考慮した効用最大化問題を設定し、更に混雑費用に関して航空系設備を変数とする費用

関数を設定する。また、航空会社については航空収入及び空港利用料金の費用から成る

利潤関数、空港については航空系事業及び非航空系事業の収入と総費用（各事業のオペ

レーティングコスト及び固定費）から成る利潤関数をそれぞれ設定する。 

第二に、空港利用者の効用、航空会社の利潤及び空港利潤の合計を社会厚生と定義し、

社会厚生を最大化するような空港料金、航空系事業及び非航空系事業への設備投資量を

算出し、以降の分析におけるベンチマークとしている。 

第三に、地域の社会厚生（空港利用者の効用及び空港利潤の合計）、空港利潤、航空

会社及び空港の利潤について、それぞれ最大化問題を設定し、各モデルにおける空港料

金、航空系事業及び非航空系事業への設備投資量を算出している。さらに、これらの解

と上記ベンチマークとの比較を行っている。比較の結果、各モデルにおいて、何れかの

ステークホルダーの効用・利潤を考慮しないため、各変数について何らかのバイアスが

生じることが確認される。 
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最後に Single-till 原則及び Dual-till 原則の比較を行っており、非航空系収入が正で

ある場合に Dual-till 原則が社会的により望ましいという結果を示している。Kidokoro 

et al（2016）は、上記の直感的な理由として、Single-till 原則下の非航空系収入は、航

空系事業の赤字補填水準で制限されるため、Dual-till 原則下より収入が小さくなって

しまうことを挙げている。なお、Czerny（2006）及び Yang and Zhang（2011）と異

なる結果が得られた理由として、これらの先行研究では、非航空系事業の価格を限界費

用と同等の水準、すなわち非航空系事業に利益が生じない水準に設定していることを指

摘している。 

 

 

2  Yang and Zhang（2011）の先行研究 

Yang and Zhang（2011）は、筆者の知る限り、空港利用者、航空会社及び空港の 3

者の効用・利潤を初めて分析した理論研究である。現実において、規制当局は、空港利

用者及び航空会社の効用・利潤最大化行動を背景とする空港の最適行動を踏まえて価格

規制方式を検討していると考えられ、Yang and Zhang（2011）の理論モデルは現実の

動きをかなり反映していると言える。更に、当該研究の研究結果は非常に分かりやすい

形で示されている。 

以上より、本節では Yang and Zhang（2011）の研究内容を詳細に紹介することとし、

第一項では当該研究の妥当性検証、第二項及び第三項では研究内容の説明を行う。 

(1)  他文献における当該研究の評価 

Yang and Zhang（2011）の研究及び当該研究から得られる知見の妥当性を検証する

ため、他文献における当該研究の評価を確認する。 

Yang and Zhang（2011）は、”Springer Link”というオンライン・プラットフォーム

に収蔵されている。”Springer Link”は、科学、技術及び医学分野のジャーナル、ブック

及びプロトコルを多数収蔵しており、収蔵数は 900 万点以上に及ぶ。その中において、

Yang and Zhang（2011）は 22 文献で引用がなされている。 

多くの被引用文献では、当該文献から得られる知見を紹介するのみに留まっている一

方、幾つかの被引用文献においては、Yang and Zhang（2011）の妥当性について評価

している。これら文献のうち、以下の 3 文献を紹介する。 

第一に、Zhang and Czerny（2012）は、Yang and Zhang（2011）が発着枠を考慮し

ていない点を指摘している。Yang and Zhang（2011）では、Single-till 原則の採用に

より空港料金が引き下げられることによって、混雑費用が増加し、結果として社会厚生

が低下することが示されている。しかし、人気空港における発着枠の限界性を考慮する

と、Single-till 原則を採用する場合においても、空港が独占的にふるまうため、空港料

金が一定程度高い水準に設定され、混雑費用がそれほど増加しないと予想される。従っ
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て、発着枠の考慮により、Yang and Zhang（2011）の結果は変化する可能性があると

考えられる。 

第二に、Adler and Liebert（2014）は、Czerny（2006）の後続研究として Yang and 

Zhang（2011）を紹介している。なお、Adler and Liebert（2014）では、価格規制方

式をはじめとする各要因が空港料金に与える効果を実証分析しており、分析の結果、非

混雑空港において Dual-till 原則を採用する場合には空港料金が低下するという結果が

確認された。そのため当該文献において、Czerny（2006）及び Yang and Zhang（2011）

を支持する結果が得られなかったことが記載されている。 

第三に、Wan et al（2015）は、自身の理論モデルにおいて、Yang and Zhang（2011）

の理論モデルを参考とした混雑費用関数を設定している。 

以上を踏まえ、Yang and Zhang（2011）は、幾つかの文献において課題点が指摘さ

れる一方で、空港価格規制分野での代表的な理論研究である Czerny（2006）の後続研

究と見なされるとともに、22 もの文献で当該研究の知見が紹介されていることから、

一定以上の評価を受けていると考えられる。そのため、本調査では、当該研究の知見が

仮説構築の根拠に足る妥当性があるものと判断する。 

 

(2)  理論モデルの設定 

1 社の空港会社と𝑛社の航空会社から成る経済を想定する。 

空港利用者の効用関数、航空会社の利潤関数及び空港の利潤関数を設定する。空港利

用者の効用関数について、各航空会社の同様の航空サービスを差別化していることを仮

定し、（1）式のように逆需要関数を定義する。 

 

𝜌𝑖 = 𝑎－𝑏𝑞𝑖－∑ 𝑞𝑗

𝑗≠𝑖

(1) 

 

𝜌𝑖は、航空会社𝑖に対する空港利用者の知覚価格、𝑞𝑖は航空会社𝑖の利用者数を表して

いる。また、𝑄 = ∑ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1 とする。このとき、空港利用者の効用関数は（1）式の逆需要

関数を積分したものとして、（2）式のように表すことができる。 

 

𝑈(𝑞1, … 𝑞𝑛) = 𝑎 ∑ 𝑞𝑖－
𝑏

2
∑ 𝑞𝑖

2－∑ 𝑞𝑖𝑞𝑗

𝑖>𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

(2) 

 

知覚価格𝜌𝑖は、チケット価格及び混雑費用の合計として（3）式のように表される。ま

た混雑費用は、全航空会社のフライト数�̃�及び空港施設の規模の関数とする（（4）式）。 
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𝜌𝑖 = 𝑝𝑖 + 𝛼𝐷(�̃�, 𝐾) (3) 

𝐷(�̃�, 𝐾) = 𝜃
�̃�

𝐾
= 𝜃

𝑄

𝐾𝑆
(4) 

 

𝑝𝑖は航空会社𝑖のチケット価格、𝐷(・)は混雑に伴う遅延時間、𝛼は空港利用者の時間

価値である。𝑆は 1 フライトあたりの平均搭乗員数を表しており、𝐾𝑆 = 1と定義する。 

次に航空会社𝑖の利潤関数を設定する（（5）式）。航空会社𝑖の費用は変動費のみと仮定

し、変動費は、オペレーティングコスト、航空系料金（着陸料等）及び機会費用から構

成されると考える。 

 

𝜋𝑖 = [𝑝𝑖－𝑐－𝑝𝑎－𝛽𝐷(�̃�, 𝐾)]𝑞𝑖 (5) 

 

𝑐は航空会社のオペレーティングコスト、𝑝𝑎は航空系料金、𝛽は航空会社の時間価値を

表す。 

最後に空港会社の利潤関数を設定する（（6）式）。空港会社は、航空系事業及び非航

空系事業から利潤を得ると考える。非航空系事業に関して、航空系事業の利用者のみ非

航空系サービスを利用し、外部利用者を考慮しない。また、空港利用者数𝑄のうち非航

空系サービス利用者の割合について、空港利用者の支払意思額の範囲[0, 𝑢]とともに、累

積分布関数𝐺(・)及び確率密度関数𝑔(・)を定義する。このとき非航空系サービス利用者

数を𝑄�̅�(𝑥)と表す。なお、�̅�(𝑥) = 1 − 𝐺(𝑥)である。 

 

𝛱 = (𝑝𝑎－𝑐𝑎)𝑄 + (𝑝𝑐－𝑐𝑐)𝑄�̅�(𝑝𝑐)－𝐹 (6) 

 

𝑝𝑐は非航空系料金、𝑐𝑎は航空系事業のオペレーティングコスト、𝑐𝑐は非航空系事業の

オペレーティングコスト、𝐹は固定費を表す。 

本モデルでは航空会社、空港会社及び規制当局の 3 段階のゲームを想定している。各

ステークホルダーの戦略決定は以下の通りである。第一に、規制当局が社会厚生の観点

から航空系料金𝑝𝑎の上限価格を決定する。第二に、上限価格規制の下で空港会社が航空

系料金𝑝𝑎及び非航空系料金𝑝𝑐を決定し、第三に、空港会社が設定した価格の下で、各航

空会社が利潤最大化を追求して、航空系サービス供給量𝑞𝑖を決定する。本先行研究では、

部分ゲーム完全均衡より、上記の展開型ゲームを解いていく。 

各航空会社の利潤を最大化するような航空系サービス供給量𝑞𝑖
∗を導出する。なお導出

にあたり、各航空会社はクールノー競争下にあると仮定する。（1）式、（3）式及び（5）

よりクールノー=ナッシュ均衡解は（7）式の通りである。 
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𝑞𝑖
∗ =

𝑎 − 𝑐 − 𝑝𝑎

(𝑛 + 1)(𝛼 + 𝛽)𝜃 + 2𝑏 + 𝑛 − 1
(7) 

 

(𝛼 + 𝛽)𝜃は、空港利用者及び航空会社の利用者 1 人あたりに対する時間価値の総和で

あり、以降は(𝛼 + 𝛽)𝜃 = 𝑣と表記する。各航空会社の利潤最大化行動、すなわち、𝑞𝑖 =

𝑞𝑖
∗を所与とし、（6）式及び（7）式を用いて、空港会社の利潤を最大化するような 𝑝𝑎

𝜋及

び 𝑝𝑐
𝜋を算定する。なお算定にあたり、𝑝𝑎

𝜋は𝑝𝑐に依存する一方、𝑝𝑐
𝜋は𝑝𝑎に依存しないこ

とから、𝑝𝑐 →𝑝𝑎の順に解いていく。 

 

�̅�(𝑝𝑐
𝜋)－𝑔(𝑝𝑐

𝜋)(𝑝𝑐
𝜋－𝑐𝑐) = 0 (8) 

𝑝𝑎
𝜋 = 𝑐𝑎 +

𝑎－𝑐－𝑐𝑎－𝐻(𝑝𝑐
𝜋)

2
(9) 

 

𝐻(𝑝𝑐) = �̅�(𝑝𝑐)(𝑝𝑐－𝑐𝑐)は非航空系事業における空港利用者 1 人当たりの利潤である。 

次に社会厚生関数を設定する。社会厚生SWは消費者余剰及び生産者余剰の合計であ

り、本分析において、消費者余剰は航空系事業及び非航空系事業の余剰に分解できると

する。それぞれの余剰を（10）式及び（11）式のように定義する。 

 

𝐶𝑆𝑎 = 𝑈(𝑞1
∗, … 𝑞𝑛

∗ )－∑ 𝑝𝑖
∗𝑞𝑖

∗

𝑛

𝑖=1

= (𝑏 + 𝑛－1)𝑛𝑞𝑖
∗2

2⁄ (10) 

𝐶𝑆𝑐 = ∫ 𝑄∗�̅�(𝑥)
𝑢

𝑝𝑐

𝑑𝑥 = n𝑞𝑖
∗ ∫ �̅�(𝑥)

𝑢

𝑝𝑐

𝑑𝑥 (11) 

 

∫ �̅�(𝑥)
𝑢

𝑝𝑐
は非航空系事業における空港利用者 1 人当たりの消費者余剰を表しており、

以降は𝐼(𝑝𝑐)と表記する。生産者余剰は航空会社及び空港会社の利潤の合計とする。（5）

式、（6）式、（10）式及び（11）式より、社会厚生関数は（12）式のように定式化され

る。 

 

𝑆𝑊 = 𝑛𝑞𝑖
∗[𝑎－𝑐－𝑐𝑎 + 𝐻(𝑝𝑐) + 𝐼(𝑝𝑐)]－𝑛𝑞𝑖

∗2
[𝑛𝑣 + (𝑏 + 𝑛－1) 2⁄ ]－𝐹 (12) 
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(3)  Single-till 原則及び Dual-till 原則の比較 

Single-till 原則及び Dual-till 原則を比較するにあたり、ベンチマークとなる社会厚

生最大化価格7𝑝𝑎
𝑤を導出する。本展開型ゲームにおいて、航空会社及び空港会社（非航

空系事業のみ）が利潤最大化を追求して行動することを容認しているため、これらの利

潤最大化行動を所与として社会厚生最大化価格𝑝𝑎
𝑤(𝑝𝑐

𝜋)を考える。このとき、社会厚生最

大化問題は（13）のように表される。𝑝𝑐 = 𝑝𝑐
𝜋の下、（12）式の一階条件を解くことで社

会厚生最大化価格𝑝𝑎
𝑤(𝑝𝑐

𝜋)が導出される（（14）式）。 

 

max
𝑝𝑎

𝑆𝑊  s. t.  𝛱 ≥ 0, 𝑝𝑐 = 𝑝𝑐
𝜋 (13) 

𝑝𝑎
𝑤(𝑝𝑐

𝜋) = 𝑐𝑎 +
(𝑎 − 𝑐 − 𝑐𝑎)[(𝑛 − 1)𝑣 − 𝑏] − [𝐻(𝑝𝑐

𝜋) + 𝐼(𝑝𝑐
𝜋)][(𝑛 + 1)𝑣 + 2𝑏 + 𝑛 − 1]

2𝑛𝑣 + 𝑏 + 𝑛 − 1
(14) 

 

𝛱(𝑝𝑎
𝑤(𝑝𝑐

𝜋), 𝑝𝑐
𝜋) > 0のとき、（13）の最適解は 𝑝𝑎

𝑤(𝑝𝑐
𝜋)となる。一方で、𝛱(𝑝𝑎

𝑤(𝑝𝑐
𝜋), 𝑝𝑐

𝜋) <

0ならば、（13）の最適解は 𝑝𝑎
𝑠である。 𝑝𝑎

𝑠は、𝛱(𝑝𝑎, 𝑝𝑐
𝜋) = 0を満たすような航空系料金

（（15）式）であり、Single-till 原則下の上限価格に一致する。 

 

𝑝𝑎
𝑠 = 𝑐𝑎 +

𝑎 − 𝑐 − 𝑐𝑎 − H(p𝑐
𝜋) − √[𝑎 − 𝑐 − 𝑐𝑎 + 𝐻(𝑝𝑐

𝜋)]2 − 4𝐹[(𝑛 + 1)𝑣 + 2𝑏 + 𝑛 − 1]/𝑛

2
(15) 

 

𝛱(𝑝𝑎
𝑤(𝑝𝑐

𝜋), 𝑝𝑐
𝜋)は、𝑣の 2 次関数である。𝛱(𝑝𝑎

𝑤(𝑝𝑐
𝜋), 𝑝𝑐

𝜋) =0 となる𝑣を𝑣1, 𝑣2（𝑣1 < 𝑣2）

と定義する。このとき𝑣1 < 𝑣 < 𝑣2において、𝛱(𝑝𝑎
𝑤(𝑝𝑐

𝜋), 𝑝𝑐
𝜋) > 0を満たすことから、𝑣1 <

𝑣 < 𝑣2ならば𝑝𝑎
𝑤(𝑝𝑐

𝜋)が、𝑣 < 𝑣1又は𝑣 > 𝑣2ならば 𝑝𝑎
𝑠が最適価格となる。 

Dual-till 原則下の上限価格 𝑝𝑎
𝑑を算定する。算定にあたり、空港会社の利潤を航空系

事業及び非航空系事業に分け、航空系事業の利潤を（16）式のように示す。 

 

𝛱𝑎 = (𝑝𝑎－𝑐𝑎)𝑄∗－𝜆𝐹 (16) 

 

𝜆は、航空系事業に係る固定費の割合で、0 < 𝜆 < 1である。Dual-till 原則の定義に基

づき、𝛱𝑎( 𝑝𝑎
𝑑) = 0となるような 𝑝𝑎

𝑑を求める。Dual-till 原則下の上限価格 𝑝𝑎
𝑑は（17）式

の通りである。 

 

𝑝𝑎
𝑑 = 𝑐𝑎 +

𝑎 − 𝑐 − 𝑐𝑎 − √(𝑎 − 𝑐 − 𝑐𝑎)2 − 4𝜆𝐹[(𝑛 + 1)𝑣 + 2𝑏 + 𝑛 − 1]/𝑛

2
(17) 

                                                 
7 本稿では、空港会社（非航空系事業）の利潤最大化行動を所与として社会厚生を最

大化するような航空系料金の価格水準を「社会厚生最大化価格」と表記する。 



 

29 

 

 

ここで二つの仮定を設定する。第一に価格規制を有効とするため8、𝛱𝑎( 𝑝𝑎
𝜋) > 0を仮

定する。𝛱𝑎( 𝑝𝑎
𝜋)は𝑣の関数であるため、𝛱𝑎( 𝑝𝑎

𝜋) = 0を満たす𝑣を𝑣3と定義する。このと

き、𝛱𝑎( 𝑝𝑎
𝜋) > 0は𝑣 < 𝑣3と同値である。なお、𝛱𝑎( 𝑝𝑎

𝜋) > 0のとき、 𝑝𝑎
𝑑 <  𝑝𝑎

𝜋が成り立つ。

第二に Dual-till 原則の下で非航空系事業を実施するため、𝛱𝑐( 𝑝𝑎
𝑑 , 𝑝𝑐

𝜋) > 0を仮定する。

𝛱𝑐( 𝑝𝑎
𝑑, 𝑝𝑐

𝜋) = 0を満たすvを𝑣4と定義する。このとき、𝛱𝑐( 𝑝𝑎
𝑑 , 𝑝𝑐

𝜋) > 0は𝑣 < 𝑣4と同値で

ある。なお、𝛱𝑐( 𝑝𝑎
𝑑, 𝑝𝑐

𝜋) > 0より𝛱( 𝑝𝑎
𝑑 , 𝑝𝑐

𝜋) > 0であることから、𝛱( 𝑝𝑎
𝑑 , 𝑝𝑐

𝜋) > 𝛱( 𝑝𝑎
𝑠 , 𝑝𝑐

𝜋)

が分かる。このとき、 𝑝𝑎
𝑠 <  𝑝𝑎

𝑑が成り立つ。 

 

𝑣3 =
𝑛[(𝑎 − 𝑐 − 𝑐𝑎)2 − 𝐻2(𝑝𝑐

𝜋)]

4(𝑛 + 1)𝜆𝐹
－

2𝑏 + 𝑛 − 1

𝑛 + 1
(18) 

𝑣4 =
𝑛𝐻(𝑝𝑐

𝜋)[𝑎 − 𝑐 − 𝑐𝑎 + 𝐻(𝑝𝑐
𝜋)]

2(𝑛 + 1)(1 − 𝜆)𝐹
－

2𝑏 + 𝑛 − 1

𝑛 + 1
(19) 

 

以上を踏まえて、𝑣 < min{𝑣3, 𝑣4}を仮定する。 

最後に、Single-till 原則及び Dual-till 原則の社会的な望ましさを比較する。なお 𝑝𝑎
𝑑 <

 𝑝𝑎
𝜋かつ 𝑝𝑎

𝑠 <  𝑝𝑎
𝑑より、 𝑝𝑎

𝑠 <  𝑝𝑎
𝑑 <  𝑝𝑎

𝜋である。 

第一に𝛱(𝑝𝑎
𝑤(𝑝𝑐

𝜋), 𝑝𝑐
𝜋) < 0、すなわち𝑣 < 𝑣1又は𝑣 > 𝑣2ならば、𝑝𝑎

𝑤(𝑝𝑐
𝜋) < 𝑝𝑎

𝑠 < 𝑝𝑎
𝑑であ

るため、Single-till 原則は Dual-till 原則よりも望ましい。 

第二に、𝛱(𝑝𝑎
𝑤(𝑝𝑐

𝜋), 𝑝𝑐
𝜋) > 0かつ𝛱𝑎(𝑝𝑎

𝑤(𝑝𝑐
𝜋)) > 0ならば、 𝑝𝑎

𝑠 < 𝑝𝑎
𝑑 < 𝑝𝑎

𝑤(𝑝𝑐
𝜋)であるため、

Dual-till 原則は Single-till原則よりも望ましい。このとき、𝛱𝑎(𝑝𝑎
𝑤(𝑝𝑐

𝜋)) = 0の解を𝑣5, 𝑣6

（𝑣5 < 𝑣6）とする。 

第三に、𝛱(𝑝𝑎
𝑤(𝑝𝑐

𝜋), 𝑝𝑐
𝜋) > 0かつ𝛱𝑎(𝑝𝑎

𝑤(𝑝𝑐
𝜋)) < 0について、𝑆𝑊(𝑝𝑎

𝑠 , 𝑝𝑐
𝜋)及び𝑆𝑊(𝑝𝑎

𝑑 , 𝑝𝑐
𝜋)

を比較し、 Single-till 原則がより望ましい𝑣の範囲𝑣1 < 𝑣 < 𝑣7又は𝑣8 < 𝑣 < 𝑣2を満た

すような𝑣7 ∈ (𝑣1, 𝑣5)及び𝑣8 ∈ (𝑣6, 𝑣2)を設定する。𝑣 = 𝑣7又は𝑣 = 𝑣8であるとき、

𝑆𝑊(𝑝𝑎
𝑠 , 𝑝𝑐

𝜋) =  𝑆𝑊(𝑝𝑎
𝑑, 𝑝𝑐

𝜋)が成り立つ。 

図 4 は、以上を踏まえて時間価値𝑣の水準と望ましい価格原則の関係を表している。

なお、下図の S 及び D は、それぞれの範囲において Single-till 原則あるいは Dual-till

原則が望ましいことを示している。S？及びD？については、𝑆𝑊(𝑝𝑎
𝑠 , 𝑝𝑐

𝜋) − 𝑆𝑊(𝑝𝑎
𝑑, 𝑝𝑐

𝜋) =

0が 2 解しか持たないという仮定の下で、Single-till 原則あるいは Dual-till 原則がそれ

ぞれの範囲で望ましいことを示している。 

  

                                                 
8 𝛱𝑎( 𝑝𝑎

𝜋) < 0ならば、価格規制政策は必要ないと考えられる。 
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図 4 時間価値 vの水準及び価格規制方式の関係 

 

出典）Yang and Zhang（2011） 

 

Basso(2008)を参考にして、各パラメータに数値を代入して比較を行った結果を表 

13 に示している。 

表 13 パラメータ値の代入結果 

 

出典）Yang and Zhang（2011） 

 

𝜆 = 0.98かつ𝑛 = 2のとき、1.788 = 𝑣7 < 𝑣 < 𝑣8 = 29.666であれば Dual-till 原則が望

ましく、𝑣 < 𝑣7 = 1.788又は𝑣8 = 29.666 < 𝑣 < min{𝑣3, 𝑣4} = 43.292であれば Single-till

原則が望ましい。また、𝜆 = 0.8かつ n=2 のとき、1.769 = 𝑣7 < 𝑣 < min{𝑣3, 𝑣4} = 4.203

であれば Dual-till 原則が望ましく、𝑣 < 𝑣7 = 1.769であれば Single-till 原則が望まし

い。 

図 4 及び表 13 より、𝜆の値に依存するものの、時間価値𝑣の水準が高い、あるいは低

い場合は、Dual-till 原則と比較して Single-till 原則が社会的に望ましく、時間価値𝑣の

水準が中間である場合は Dual-till 原則がより望ましいと言える。 

時間価値𝑣の水準が高い（𝑣 > 𝑣2）とき、チケット代と機会費用の合計、すなわち空

港利用者が負担する費用が高くなるため、社会厚生を最大化する水準よりも空港利用者

数は少ないことが予想される。そのため空港の混雑水準が低いと言える。また、時間価
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値𝑣の水準が低い（𝑣 < 𝑣1）とき、(𝛼 + 𝛽)𝜃 = 𝑣であることから𝜃の値が小さいと考えら

れる。𝜃の値が小さい場合、（4）式より混雑時間が短くなるため、このとき空港の混雑

水準が低いと言える。一方で、時間価値𝑣の水準が中間である（𝑣3 < 𝑣 < 𝑣4）とき、𝑣 >

𝑣2及び 𝑣 < 𝑣1と比較して混雑水準が高くなると考えられる。 

以上より本理論分析の結果について、混雑水準が低い場合には社会厚生の観点から

Single-till 原則がより望ましく、混雑水準が高い場合には Dual-till 原則がより望まし

いと解釈することができる。なお、前者の結果は Czerny（2006）等の研究結果と一致

しており、後者の結果も幾つかの記述的研究での指摘と合致している。  
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第4章  我が国の望ましい着陸料体系のあり方 

1  国内空港における着陸料決定要因の推定 

我が国の望ましい着陸料体系のあり方の検討において、国内空港の着陸料決定要因を

分析することにより、国内空港の地域特性、経営実態等に即した検討を行うことができ

ると期待される。本節では、前章の理論研究を踏まえた仮説を提示したうえで、2 章の

実証分析を参考にして、国内空港の着陸料決定要因を推定する。 

 

(1)  仮説及び推定モデルの設定 

1)  仮説 

国内空港における着陸料決定要因の推定にあたり、本研究では 2 つの仮説を提示す

る。第一に、混雑水準によって着陸料の価格水準が異なると考えられる。具体的に、混

雑水準が高い空港では高い着陸料に設定する一方、混雑水準が低い空港では低い着陸料

に設定していると予想される。上記の仮説は、Czerny（2006）及び Yang and Zhang

（2011）の指摘と一致する。 

前者の直感的な理由について、混雑空港では、一般的に混雑費用が高いため空港利用

者の効用が低水準になると考えられる。従って着陸料を高い水準に設定することで、航

空料金の引上げを通じて、空港利用者数が減少する。その結果、空港の混雑緩和、すな

わち混雑費用の低下によって社会厚生が改善すると予想される。一方、後者の理由につ

いて、非混雑空港では利用者数が少ないため、着陸料を低い水準に設定することで、空

港利用者数の増加を通じて、空港利潤の増加が期待される。 

第二に、他の交通モードと競合している空港では、着陸料が低い水準になる9と考え

られる。各交通モードを一つの完全競争的な輸送市場と仮定した場合、交通モードの参

入数増加、すなわち競合交通モードの出現により、市場供給量が増加するため輸送価格

が低下すると考えられる。空港利用者が直面する輸送価格は航空料金であるものの、航

空会社が料金の引下げを実施する場合、空港に対して着陸料の引下げ圧力が働くと予想

される。Bel and Fageda（2010）の推定においても、上記の仮説を支持する結果が確

認される。 

他の交通モードとの競争下における航空料金について、星野（2016）によると、北陸

新幹線の開業に対応して、2014 年 12 月に東京―金沢間の航空料金の大幅な値下げ10を

実施している。また武藤・内山（2001）は、新幹線との競合環境において、航空料金の

5%引上げにより、航空需要が 5%低下することを示している。 

                                                 
9 上記の仮説は理論研究による根拠がないため、あくまで予想の位置付けである。 
10 東京―金沢間の平均航空運賃を 5,604 円引き下げている。 
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2)  推定モデル 

次に推定モデルを設定する。上記の仮説を検証するため、被説明変数には各空港の着

陸料、説明変数には混雑水準及び他交通モードとの競合に関する指標とともにコントロ

ール変数を用いる。本研究では 2016 年度の国内空港を対象とするクロスセクション分

析を行う。推定式は以下の通りである。 

In Aero_Price individual aircraft (or A320 aircraft) 

= β0 + β1* In Total_Traffic + β2* D congested airport+ β3 * D compe_other modes 
 

+ β4* Num_Airlines + β5* Num_Destinations + β6* D island  

 + β7* D natio_airport + β8 * D local_airport + ε 

各変数の詳細を説明する。被説明変数は各空港の着陸料を用いる。着陸料は、各空港

で最も使用される航空機を基に、最大離陸重量及び平均騒音値より算定する。また、上

記の航空機基準に加えて、航空機を A320 に固定する場合の推定も行う。 

Total_Traffic は航空輸送量を表す。着陸料は着陸する航空機に対して課されるため、

航空輸送量には降客数を採用する。航空輸送量の増加により、混雑水準が増加する一方、

規模の経済によるコスト低減も考えられることから、β1 の符号は正負ともに予想され

る。D congested airportは混雑空港ダミーを示す。本研究では、航空法により指定されている

羽田空港、伊丹空港、関西空港、成田空港及び福岡空港を混雑空港として定義する。混

雑水準に係る仮説よりβ2の符号は正になると予想される。 

D compe_other modesは、他の交通モードとの競合ダミーを表す。本研究では新幹線との競

合に注目し、新幹線最寄り駅から 30 分圏内の空港に対して、D compe_other modes = 1 を設

定する。他の交通モードとの競合に係る仮説よりβ3の符号は負になると予想される。 

Num_Airlines は、当該空港において運航サービスを提供する航空会社数である。な

お、上記の指標は航空会社及び空港の垂直関係を表している。航空会社数が多い時、空

港に対する航空会社側の価格交渉力が強まるため、着陸料に下方圧力が働くと考えられ

る。よってβ4 の符号は負になることが期待される。Num_Destinations は国内路線の

目的地数を表す。目的地数が多いほどハブ空港としての役割が強いため、先行研究の推

定結果よりβ5の符号は正になると考えられる。 

D islandは離島ダミーである。離島空港は、競合する交通モードが少なく、また他の空

港と比較しても空港利用者が限られている。さらに離島空港の経営目的が地域の足の確

保であることを鑑みると、β6の符号は正になることが期待される。 

D natio_airport及び D local_airportは、国管理空港ダミー及び地方管理空港ダミーである。各

類型の空港では、それぞれ着陸料体系が非常に類似しているため、コントロール変数と

して設定する。β7及びβ8の符号は正負ともに予想される。 

次に推定手法について、本分析は需給同時決定モデルであるため、Total_Traffic 及び

誤差項に相関関係、すなわち内生性の問題が懸念される。従って上記の問題に対応する
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ため、本推定モデルでは最小二乗法（OLS）とともに、2 段階最小二乗法（2SLS）も採

用する。Bel and Fageda（2010）の推定手法を参考に、2 段階最小二乗法（2SLS）に

おける 1段階目の推定式では、Total_Traffic を被説明変数として、説明変数には Income 

per capita、Population 及び Share_Sightseeing を採用する。各説明変数の詳細は以下

の通りである。 

表 14 本推定モデルにおける各説明変数の定義 

指標 定義 

Total_Traffic 当該空港における国内線の年間降客数 

D congested airport 国土交通省令によって「混雑空港」に指定されている 

D compe_other modes 当該空港の移動時間 30 分圏内に新幹線最寄り駅がある 

Num_Airlines 当該空港において運航サービスを提供している航空会社数 

Num_Destinations 当該空港における国内線の目的地数 

D island 離島空港である 

D natio_airport 国管理空港である 

D local_airport 地方管理空港である 

Income per capita 当該空港所在地の 1 人当たり県民所得 

Population 当該空港所在地の都道府県人口 

Share_Sightseeing 当該空港所在地における県内総生産額に占める宿泊業及び飲

食サービス業の割合 

 

(2)  データセット 

本研究において、被説明変数に Aero_Price individual aircraftを用いる場合には 83 の国内

空港を、Aero_Price A320 aircraftを用いる場合には 80 の国内空港を分析対象としている。

幾つかの国内空港ではジェット機の着陸を想定していないため、上記の推定モデル間で

観測数が異なる。各空港の着陸料データについて、「国土交通大臣が設置し、及び管理

する空港の使用料に関する告示」、「自衛隊が管理する飛行場等を国以外の者に使用させ

る場合の使用料等について」及び各都道府県条例より収集している。また平均騒音値は

テンピ市（アメリカ）の行政資料を参考とする。 

説明変数について、Total_Traffic は、国土交通省の「平成 28 年度空港管理状況調書」

より、Num_Airlines 及び Num_Destinations は、Fly Team11及び各空港の HP よりそ

れぞれデータを引用する。なお、上記データソースでは 2017 年 9 月時点のデータしか

確認することが出来ないが、過去 1 年で大きな変化がないと仮定し、各データを利用す

る。Income per capita は、内閣府の「県民経済計算」を参考にする。県民所得の最新

                                                 
11 URL: https://flyteam.jp/area/asia/japan/airport  

https://flyteam.jp/area/asia/japan/airport
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データは 2014 年度であるため、内閣府の「国民経済計算」に記載される 2015 年度及

び 2016 年度の国民所得増加率を用いて県民所得データを補正する。Population は総務

省の「人口推計」よりデータを引用する。Share_Sightseeing について、総務省の「サ

ービス産業動向調査」の都道府県別宿泊業及び飲食サービス業生産額を用いる。上記の

最新データは 2015 年度であるため、「国民経済計算」の国内総生産増加率より 2016 年

度データに補正する。また、県内総生産額は、「県民経済計算」の 2014 年度データを利

用し、同様の手法による補正を行う。表 15 は各変数の記述統計量を表している。 

表 15 本推定モデルの記述統計量 

 

 

(3)  着陸料決定要因の推定結果 

表 16は、In Aero_Price individual aircraft (or A320 aircraft)を被説明変数とする、OLS及び 2SLS

の推定モデルの推定結果を表している。 

In Aero_Price individual aircraftは、航空機のサイズに依存していると考えられるため、本

研究では In Aero_Price A320 aircraftを被説明変数とする推定式の結果に着目する。実際、

In Aero_Price individual aircraft を被説明変数とする推定結果において、Total_Traffic の有

意な効果が確認されているが、これはそもそも Total_Traffic 及び航空機のサイズに相

関関係があるためと考えられる。同じく有意な結果を示す Num_Airlines 及び

Num_Destinations についても同様のことが言える。 

In Aero_Price A320 aircraftを被説明変数とする 2SLS モデルでは、D islandの有意な負の

効果が確認される。上記の結果が観察された理由として、幾つかの離島空港はジェット

機の運航を想定しておらず、プロペラ機にのみ対応する着陸料体系であることが考えら

れる。また、D local_airportについて、有意な正の効果が確認される。地方管理空港間の着

Mean Median Maximum Minimum Std. Dev.

Aero Price individual aircraft 89,072 102,250 416,050 1,290 76884.5

Aero Price A320 aircraft 117,607 124,090 148,200 43,180 22423.2

Total_Traffic (thousands) 1,280 226 33,063 5 3994.4

D congested airport 0.06 0 1 0 0.24

D compe_other modes 0.27 0 1 0 0.44

Num_Airlines 2.80 2 12 1 2.28

Num_Destinations 5.80 3 48 1 8.04

D island 0.33 0 1 0 0.47

D natio_airport 0.23 0 1 0 0.42

D local_airport 0.53 1 1 0 0.50

Income per capita (millions) 2.86 2.65 4.67 2.20 0.64

Population (thousands) 3,600 1,637 13,624 570 3695.5

Share_Sightseeing 0.051 0.051 0.085 0.033 0.013
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陸料水準がほぼ一定かつ、他の空港に比べて高水準であるため、上記の効果が確認され

たと予想される。なお、国管理空港の着陸料水準は同一かつ比較的低水準にも関わらず、

D natio_airport では有意な効果が確認出来ない。これは推定上の問題のためと考えられる。 

本推定結果において、先行研究では有意な効果が示された各指標の有意性はほぼ確認

することが出来なかった。理由として、国内空港の着陸料体系が基本的に横並び主義で

あることが挙げられる。国管理空港の着陸料は「国土交通大臣が設置し、及び管理する

空港の使用料に関する告示」に、共用空港の着陸料は「自衛隊が管理する飛行場等を国

以外の者に使用させる場合の使用料等について」により、それぞれ一元的に管理されて

いる。また、地方管理空港についても、各都道府県の条例によって規定されるものの、

実質的にはほぼ同一の価格体系である。 

仮に、私的限界費用12のみ考慮した限界費用価格規制を採用しているというならば、

上記の横並び主義にも一定の説得力はあるが、混雑・騒音等の社会的限界費用を踏まえ

ると、横並び主義は社会的に望ましい価格規制方式ではないと言える。 

本推定を通して、筆者の提示した仮説を検証することは出来なかったものの、国内空

港における着陸料体系が空港特性等を考慮しない横並び主義であることを示した。 

表 16 国内空港の着陸料決定要因の推定結果 

 

※ 有意水準について、*を用いて表している。 

***が有意水準 1%、**が有意水準 5%、*が有意水準 10%である。 

 

                                                 
12 私的限界費用について、航空機の離発着による空港施設の摩耗等を想定している。 

OLS model 2SLS model OLS model 2SLS model

In Total_Traffic 0.879*** -0.434*** 0.039 -0.008

D congested airport 0.176 0.145 0.011 0.006

D compe_other modes -0.073 -0.014 0.005 0.007

Num_Airlines -0.096*** 0.025 -0.004 0.001

Num_Destinations -0.020* 0.018 0.000 0.002

D island -0.442*** -0.760*** -0.092*** -0.108***

D natio_airport -0.044 0.005 -0.048 -0.045

D local_airport 0.230* 0.080 0.078** 0.072**

Intercept 3.014*** 5.927*** 4.977*** 5.075***

Observations 83 83 80 80

R2 0.693 0.546 0.242 0.226

adjusted R2 0.660 0.497 0.156 0.139

In Aero_Price individual aircraft In Aero_Price A320 aircraft
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2  民営化空港へのヒアリング調査 

(1)  調査目的及び対象空港の選定 

前節において、多くの国内空港の着陸料体系は、空港特性及び地域特性にほぼ依存す

ることなく、横並び主義に基づいていることが推定結果より確認された。一方で、会社

管理空港の着陸料は他の空港と相違が見られた。これは、民営空港では公益性だけでな

く収益性も確保する必要があることから、収益性を意識して着陸料等を決定しているた

めと考えられる。 

本節では、会社管理空港について、価格決定要因及び価格形成過程の明確化を目的と

する。前節と同様に、混雑水準が高い空港では混雑緩和のために着陸料を高い水準に設

定すること及び、他交通モードと競合している場合に着陸料を低い水準に設定すること

を仮説とする。また、着陸料決定の際に航空会社及び規制当局（国土交通省）との交渉

を要することから、航空会社との合意形成及び現行制度の届け出制のメリット及びデメ

リットについても調査する。以上を踏まえ、空港会社の質問事項は以下の通りとする。 

 

① 着陸料等の価格決定要因 

 価格決定の際に、仮説として提示している要因（混雑水準及び他交通モード

との競合）を考慮しているか。また、他に検討要因があるか調査する。 

② Single-till 原則あるいは Dual-till 原則の採用状況 

 当該空港において価格決定の際に、航空系及び非航空系収入、あるいは航空

系収入のみを考慮しているか調査する。 

③ 現行の価格規制制度に関する当該空港の考え方 

 空港会社の視点から、現行の届け出のメリット及びデメリットを整理する。 

④ 着陸料等の価格決定過程における航空会社との交渉 

 価格決定の全般的なプロセス、特に航空会社との合意形成過程を調査する。 

⑤ 空港特性に即したその他質問 

 

次にヒアリング実施の空港について、関西国際空港（関西エアポート株式会社株式会

社）を対象空港に選定する。関西国際空港の選定理由として、混雑空港に指定されてい

ること及び、東海道新幹線（山陽新幹線）と競合環境にあることを挙げる。これらは、

上記の仮説検証に資すると考えられる。なお、関西エアポート株式会社は 2018 年より

神戸空港の運営も開始することから、関西国際空港、大阪国際空港及び神戸空港の連携

的な価格戦略を実施することが予想される。本ヒアリングでは左記の価格戦略について

も調査する。 
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(2)  関西国際空港 

1)  空港概要 

関西国際空港は大阪府泉佐野市、泉南郡及び泉南市にまたがる 24 時間運航可能な国

際空港である。1994 年に開港され、開港当初は国、地方自治体及び民間出資の政府指

定特殊会社の関西国際空港株式会社によって運営が行われていた。2012 年より新関西

国際空港株式会社により大阪国際空港と一体的に管理及び運営されるようになった。 

2015 年には、オリックス、ヴァンシ・エアポート、阪急阪神ホールディングス等の

30 社で構成される特定目的会社の関西エアポート株式会社に、関西国際空港及び大阪

国際空港の運営権が売却され、2016 年 4 月より関西エアポート株式会社による運営が

開始された。 

関西国際空港の年間利用者数は 2012 年度より増加傾向にあり、2016 年度の乗降客

数は国内線及び国際線合計で約 2561 万人である13。これは羽田空港、成田国際空港に

次ぐ利用者数である。また、関西国際空港は、国土交通省によって混雑空港に指定され

ている。 

 

2)  ヒアリング結果 

関西エアポート株式会社へのヒアリングは、紙面を通じて実施した。表 17 において、

関西エアポート株式会社への質問事項及び回答を示している。 

表 17 関西エアポート株式会社へのヒアリング結果 

 

 

                                                 
13 国土交通省「暦年・年度別空港管理状況調書」より。 

質問事項 空港会社の回答

航空系事業の価格(着陸料、空港施設利用料等)を設定する際に、

どのような要因を考慮しているか。

料金設定に当たっては、総需要と投資回収を基本の要因として考

慮したうえで、競争上の影響や空港自体の環境も勘案している。

関西空港においては、本年11月から空港施設の効率的運用（ピー

ク時間の平準化）のため、一部時間帯別の利用料金（停留料な

ど）を導入した。

現況、関西・伊丹空港では価格設定の際、航空系事業の利潤のみ

を考慮しているか、あるいは航空系事業及び非航空系事業の合計

利潤を考慮しているか。

一般的には、料金を設定する場合、各施設で発生した費用を各利

用料にて回収するものとされている。

当空港においても、それぞれの利用料については単独のものとし

て考えている。

現行、国土交通省による認可形式で着陸料等を決定しているが、

当該制度について空港側でメリット・デメリットとして感じるこ

とはあるか。

現行ルールについてコメントする適当な場でないため、回答を差

し控える。

航空会社との交渉では、空港側としては高い価格、航空会社側は

低い価格に設定したいはずであるが、どのように折り合いをつけ

るのか。

航空会社との交渉については、営業上の具体的なやりとりにあた

るため回答を差し控える。

来年より神戸空港を加えた 3 空港の運営を開始するが、各空港の

果たすべき役割について、貴社はどのように考えているか。

地元自治体や経済界などの関係者による議論が予定されていると

ころであり、回答を差し控える。
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第一に、着陸料等の価格決定要因について、関西エアポート株式会社は競争上の影響

や空港自体の環境も勘案すると回答していることから、混雑水準及び他の交通モードと

の競合を共に考慮していると考えられる。空港施設の効率的運用に関して、本年 11 月

よりピーク/オフピーク料金を導入している。具体的には、国内線及び国内線の停留料及

び国際線の PBB（搭乗橋）使用料を時間帯毎に価格水準を設定し、オフピーク（6 時～

6 時 59 分及び 11 時 30 分～17 時 59 分）及び深夜早朝と比較して、オンピーク（7 時

～11 時 29 分及び 18 時～20 時 59 分）の価格戦略を高い水準に設定している。 

第二に、Single-till 原則あるいは Dual-till 原則の採用状況について、関西エアポー

ト株式会社は、各施設で発生した費用を当該施設の使用料で回収すると回答している。

そのため、航空系事業の費用のみを考量して着陸料等を決定していると解釈でき、実質

的に Dual-till 原則を採用していると考えられる。 

その他の質問事項について、営業上の観点から詳細な回答を頂けなかったが、本ヒア

リング結果より関西エアポート株式会社ではピークロード・プライシングを実質的に導

入開始しており、「混雑水準が高い空港では混雑緩和のために着陸料を高い水準に設定

する」という上記の仮説を指示する結果が得られた。なお、価格原則の導入状況に関し

ては、関西国際空港の着陸料が他空港と比較して高水準であること及び、他空港では異

なる回答を頂いたことから、全ての空港で Dual-till 原則を採用しているとは言い切れ

ない。 
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第5章  まとめ 

 

本稿では、国内空港の望ましい価格規制方式、特に Single-till 原則あるいは Dual-till

原則の望ましい採用方法について検討した。国外空港の価格規制政策を調査する限りで

は、いずれかの価格原則のみを採用しているわけではなく、ドイツのように同じ国の中

でも異なる価格原則を採用する場合も確認された。これは、空港特性及び地域特性によ

って望ましい価格原則が異なるためと考えられる。ヨーロッパ及びアメリカにおける着

陸料等の価格決定要因について、空港特性及び地域特性によって着陸料等の価格水準が

異なることが先行研究で明らかになっており、上記の予想を裏付けている。 

また、理論的な観点から Single-till 原則及び Dual-till 原則の社会的な望ましさを比

較した結果、混雑水準が高い空港では Dual-till 原則が望ましく、水準が低い空港では

Single-till 原則が望ましいことが確認された。当該結果等を踏まえて、混雑水準及び競

合交通モードの存在によって採用すべき価格原則が異なるという仮説を構築した。 

最後に上記の仮説検証のため、国内空港の着陸料決定要因及び民営空港へのヒアリン

グを実施した。前者について、国内空港の着陸料体系は横並び主義であり、空港特性及

び地域特性を特に考慮していないことが確認された。後者については、関西国際空港で

は空港特性等を踏まえて価格戦略が検討されており、実質的に Dual-till 原則が採用さ

れていることが確認された。これは混雑水準に関する仮説と整合的である。 

本調査を通じて、日本では社会的に望ましい着陸料体系に係る研究が進んでおらず、

また、各空港において空港特性等に基づく機動的な価格設定を行っていないことが知見

として得られた。 

しかし、今後空港の経営効率化を推進していくうえで、着陸料体系の問題は非常に重

要である。本調査では明確化出来なかったものの、混雑水準、他交通モードとの競合等

の空港特性及び地域特性に応じて、空港ごとに採用すべき価格原則を変えることが社会

厚生の観点から望ましい政策であるかもしれないことを本稿の政策提言とする。なお価

格規制政策について、本稿ではプライス・キャップ規制を前提に議論を進めたが、望ま

しい価格規制政策も議論が続く分野であり、必ずしも国内全ての空港にプライス・キャ

ップ規制を適用する必要がないことを断っておく。 

本稿の仮説は単独空港の視点に基づく議論であり、複数空港のマクロな視点では現行

の横並び主義の着陸料体系が社会的に望ましい可能性も考えられる。マクロな視点も踏

まえた議論も今後の検討課題の一つと言える。 
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